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〇対象となる市税等 

 個人市県民税，法人市民税，固定資産税・都市計画税（家屋・償却資産），国民健康保険税，介護保険料 

後期高齢者医療保険料 

〇対象者 

 令和２年２月以降の任意の期間（1 カ月以上）において，事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上

減少し，市税等納入することが困難な事業者。 

〇申請手続き 

納期限までに申請が必要です。 

 

問 収納課収納係 電話０８２４－６２－６１２７ 

 

 

 

 

  

 新型コロナウイルス感染症の影響による事由が発生の際は，対象科目の納期限までに早めの手続きをお願いし

ます。 

 

 

 
〇申請の期限 令和５年３月３１日までに到来する納期限まで 

事   由 軽減または免除の割合 

廃業又は休業 全部 

直近１カ月の売上高又は販売数量（建設業にあっては，完成工事高または受注残

高。以下「売上高等」という。）が前年同期比で３０％以上減少し，かつ，その後２カ月

を含む３か月間の売上高等が３０％以上減少することが見込まれる。 

１０分の５ 

※資本金等の額が１億円以下で市内従業者数が５０人以下，または資本金等の額が１,０００万円以下で市内従業

者数が５０人を超える法人が対象です。  

問 課税課市民税係 電話０８２４－６２－６１２２ 

 
 
 
 



 
 
【個人事業主の方】 

〇申請の期限 令和５年３月３１日までに到来する納期限まで 
〇事業収入等の減少額が前年の事業収入等の額の 30％以上 

〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下 

合計所得金額 軽減または免除の割合 

２１０万円以下 全部 

２１０万円を超えるとき １０分の８ 

問 市民課保険年金係 電話０８２４－６２－６１３４ 

 

 

 
 
【個人事業主の方】 

〇申請の期限 令和５年３月３１日までに到来する納期限まで 
〇事業収入等の減少額が前年の事業収入等の額の 30％以上 

〇前年の総所得金額が１，０００万円以下 

〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下 

○対象資産は家屋及び償却資産 

合計所得金額 軽減または免除の割合 

３００万円以下 全部 

３００万円を超え４００万円以下 １０分の８ 

４００万円を超え５５０万円以下 １０分の６ 

５５０万円を超え７５０万円以下 １０分の４ 

７５０万円を超えるとき １０分の２ 

問 課税課資産税係 電話０８２４－６２－６１２４ 

 

 
 
【個人事業主の方】 

〇申請の期限 令和５年３月３１日までに到来する納期限まで 
※適用要件は「固定資産税・都市計画税」減免と同様 
問 課税課市民税係 電話０８２４－６２－６１２２ 

 
 
 
 
 


